
【 別 紙 １ 】

パターン別　琵琶湖森林づくり県民税の税率算定

【前提条件】　

○ 個人県民税納税義務者数
→　平成27年度市町村税課税状況調査の数値を利用

○ 法人県民税納税義務者数
→　平成26年度都道府県税課税状況調査の数値を利用

→法人県民税１%当たりの超過税額

○ 今後の琵琶湖森林づくり事業の規模

→ 平成27年度予算規模の基金充当額のおよそ84％とする。

【① 税率を引き上げるパターン】　

※ 基金積立額は、課税額に係る収納額に相当する額から賦課徴収に要する費用を控除して得た額とする。（以下同）

【② 税率を引き下げるパターン】　

【③ 現行の税率を維持するパターン】　
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琵琶湖森林づくり基金積立額 663,352－ －

超過税率 800 円 11%

課税額 700,477542,556 157,921

琵琶湖森林づくり基金積立額 585,532－ －

琵琶湖森林づくり事業を現行超過税率の範囲内で取り組むこととする場合
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－

超過税率 700 円 10%
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課税額 618,302474,737 143,565

600,000－ －

741,173－ －

琵琶湖森林づくり事業の規模を制度創設時と同程度とし、個人・法人県民税の税率を算定する場合
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課税額 782,654610,376 172,278

琵琶湖森林づくり基金積立額※

718,000－ －琵琶湖森林づくり事業の規模

円

琵琶湖森林づくり事業の規模を現行から拡充し、個人・法人県民税の税率を算定する場合
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1%当たりの税額 4,968,000 2,100,600 1,303,900 2,476,000
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均等割税率×1% 8,000 5,400 1,300 500
均等割税率 800,000 540,000 130,000 50,000

納税義務者数 621 389 1003 4,952
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現行の超過税率との差 +100 円 +1%
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琵琶湖森林づくり事業の規模
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